
入 会 のご案 内 

 
三重県精神保健福祉士協会 

会長 下方 宏明     

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

三重県では昭和４２年から精神科病院のＰＳＷが中心となって三重県ＰＳＷ研究会を組織し、主に学

習活動に取り組んできましたが、平成８年には三重県ＰＳＷ研究会を発展的解消し、三重県ＰＳＷ協会

が設立しました。その後精神保健福祉士の国家資格化に伴い三重県精神保健福祉士協会と改称し今日ま

で活動しております（尚、当協会は公益社団法人 日本精神保健福祉士協会三重県支部も兼ねております）。 

当協会の活動ご賛同いただき、ご入会を希望される方は、下記の概要で随時入会を受け付けておりま

す。詳しくは事務局までご連絡ください。 

【活動内容】 

定期的な例会を開催し学習や会員相互の交流、情報交換等を通じて会員の資質向上に努めています。各

ブロック（桑名、四日市、鈴鹿、津・伊賀、松阪・伊勢）ごとの交流もしています。 

【入会資格】 

◆規約より抜粋◆   

第５条  本会の会員資格は次の各号に該当する者とする。 

（１） 会員 

社団法人 日本精神保健福祉士協会三重県支部会員である者。 

（２） 準会員 

会員の資格はないが三重県内にて精神保健福祉士もしくはそれに準じる業務

に従事する者、または、精神保健福祉関連業務に従事していないが精神保健福

祉士資格を持つ三重県内に住所を有する者。 

【入会方法】 

入会申込書をご記入の上、事務局にご提出ください。 

【年会費】 

会 員 １．０００円（当該年度の６月までに公益社団法人 日本精神保健福祉士協会に入会した者） 

準会員 ３，０００円 

【年会費のお支払い方法】 

例会の際にお支払いいただくか、現金書留または銀行振込でお支払いをお願いいたします。 

現金書留宛先 

 〒510－0226 鈴鹿市岸岡町 589－2 

三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院 地域医療センター 

三重県精神保健福祉士協会事務局 

銀行振込口座 

  百五銀行 白子支店 普通預金 （口座番号）765376 

 （口座名義）三重県精神保健福祉士協会  

 ※振込手数料は各自でご負担をお願いします。 

 

  事 務 局  

〒510－0226 鈴鹿市岸岡町 589－2    

三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院 

地域医療センター 辻 宏明 

Tel 059－382－1401（代表） Fax 059－381－3171 


